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平塚市環境基本計画の改定について 

 

１ 策定体制 

    （仮称）平塚市環境基本計画（平塚市地球温暖化対策実行計画を含む）を平成 27 年度、平成

28年度の２年間で策定することになり、市民、関係団体、行政が連携し、策定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境審議会 

 市長の諮問に応じて、（仮称）平塚市環境基本計画（平塚市地球温暖化対策実行計画を含む）に

ついて審議し、市長に答申する。 

 【市民公募委員、環境関係団体、事業者、学識経験者で構成】 

庁内策定委員会 

 （仮称）平塚市環境基本計画（平塚市地球温暖化対策実行計画を含む）の原案を策定する。 

 【環境部長を委員長とし、庁内関係課長で構成】 

◆策定体制のイメージ◆ 

 

市 長 

原案の策定 

庁  議 

（仮称）平塚市環境基本計画（平塚市地球温暖化対策実行計画を含む） 策定 

事務局：環境政策課 

 

委員長  環境部長 

副委員長 環境政策課長 

委員   関係課長 

⇒原案の策定 

 

庁内策定委員会 

 

委員１５人 

環境審議会 

 

定例行政報告会に

て報告 

市議会 

 

アンケート 

パブリックコメント 

ヒアリング 

市民・事業者 

諮問 

答申 

報告 

意見 

庁内ヒアリング 

関係課へのヒアリング 

資料４-１ 



2 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

・平成２７年度下半期  市民、事業者等へのアンケートの実施 

            庁内関係課等へのヒアリングの実施 

            骨子案の策定 

            環境審議会にて審議 

・平成２８年度上半期  原案の策定 

            環境審議会にて審議 

・平成２９年３月    新たな計画の策定 

 

 

 


